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令和５年第３回板野町議会定例会会議録（第１日）

日 時 令和５年９月１日（金） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事の報告（上程議案）

報告第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて

令和５年度 板野町一般会計補正予算（第３号）

報告第 ２ 号 令和４年度 板野町土地開発公社決算状況の報告について

報告第 ３ 号 令和４年度決算に係る板野町健全化判断比率及び資金不足比率の審査

の報告について

議案第 １ 号 板野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部改正について

議案第 ２ 号 板野町手数料条例の一部改正について

議案第 ３ 号 令和４年度 板野町一般会計歳入歳出決算認定について

議案第 ４ 号 令和４年度 板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算認定について

議案第 ５ 号 令和４年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第 ６ 号 令和４年度 板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第 ７ 号 令和４年度 板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第 ８ 号 令和４年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第 ９ 号 令和４年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出

決算認定について

議案第１０号 令和４年度 板野町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第１１号 令和４年度 板野町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

議案第１２号 令和５年度 板野町一般会計補正予算（第４号）

議案第１３号 令和５年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第１号）
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議案第１４号 令和５年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）

議案第１５号 令和５年度 板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第１６号 令和５年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第１号）

議案第１７号 令和５年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計補正予算

（第１号）

議案第１８号 令和５年度 板野町下水道事業会計補正予算（第２号）

議案第１９号 板野町教育委員会委員の任命に同意を求めることについて

日程第４ 町長の提案理由の説明

日程第５ 監査委員による監査報告

本日の会議に付した事件 議事日程に同じ

出席議員（１０名）

１番 三 原 大 輔 君 ２番 根ヶ山 昇 君

３番 大 西 正 一 君 ４番 水 口 昭 彦 君

５番 奥 尾 周 二 君 ７番 松 浦 昶 君

８番 天 羽 生 美 君 ９番 西 川 有 君

11番 石 田 実 君 13番 犬 伏 博 昭 君

欠席議員（２名）

６番 東 條 昭 二 君 12番 吉 岡 輝 昭 君

説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

人権ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 岡 田 加代子 君 下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君

子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君 住 民 課 長 山 田 裕 子 君

教育委員会次長 井 内 幸 美 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

監 査 委 員 橋 本 昭 夫 君
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議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君

午前１０時００分 開会

○議長（犬伏博昭君） おはようございます。令和５年第３回板野町議会定例会の開会に当たり、

ひとこと御挨拶を申し上げます。皆様方には、公私何かと御多忙の中、早速、御出席を賜り厚く御

礼を申し上げます。

今年の夏も猛暑が続き、熱中症警戒アラートが全国各処に発令されました。この暑さに負けじと

全国では、４年ぶりにコロナ禍による制限のない夏祭りや海開きが開催されるなど各地で、にぎわ

いが戻ってきたことは、大変、喜ばしいかぎりです。

９月の天気予報では、まだまだ暑い日が続くようでございます。議員各位には十分、御自愛の上、

議会運営に御協力を賜りますよう、お願いいたします。

さて、８月２５日に告示されました本町議会定例会が本日、開会の運びとなりました。今定例会

の提出案件につきましては、後ほど、詳細説明がありますが、報告第１号「専決処分の承認を求め

ることについて、令和５年度板野町一般会計補正予算（第３号）」ほか２１案件の御審議をお願い

することになっております。

次に、今定例会の会期につきましても、後ほど、お諮りを申し上げますので、よろしくお願い申

し上げます。最後になりましたが、議員各位には、議案審議が円滑に進められますよう、格段の御

協力のほど、お願いを申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４番（水口昭彦君）午前１０時０２分 入席

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

会議に先立ち、欠席などの届けが参っております。御報告申し上げます。６番東條昭二議員・１

２番吉岡輝昭議員が所用のため、欠席をします。

ただいま、出席議員は１０名です。定足数に達しておりますので、令和５年第３回板野町議会定

例会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。

ここで、諸般の御報告を申し上げます。去る８月２日に第７７回「徳島県町村議会議長会定期総

会」が開催され、県議長会の令和４年度一般会計歳入歳出決算や県への要望事項などが協議され、

全議案が満場一致で承認されました。

なお、監査委員より５月分・６月分及び７月分の例月出納検査の結果の報告書の提出がありまし

た。お手元に配付のとおり御報告申し上げます。

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規

定によって議長が指名することになっております。ただいまから、その指名を行います。
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１１番石田 実議員・１番三原大輔議員・２番根ヶ山 昇議員の３氏を会議録署名議員に指名し

ます。日程第２、「会期の決定」を議題にします。

お諮りします。８月２４日、本定例会の件について、議会運営委員会が開催され、その協議によ

り、本定例会の会期は、本日から９月１３日までの１３日間と決定しましたが、これに御異議ござ

いませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１３日までの１３日間と決定しました。

なお、今会期中の日程につきましては、お手元に配付してあります会期日程のとおりです。

日程第３、「議事の報告」をします。

本定例会における審議案件は、お手元にお届けしてありますとおり報告３件・議案１９件の合計

２２件を上程します。御審議のほど、よろしくお願いします。

日程第４、「町長の提案理由の説明」を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 皆様、おはようございます。令和５年第３回板野町議会定例会の開会に当

たりまして、ひとこと御挨拶を申し上げます。日頃は、本町行政各般にわたり、格別の御指導・御

協力を賜っておりますこと厚くお礼を申し上げます。

本日、令和５年第３回板野町議会定例会をお願い申し上げましたところ、議員各位におかれまし

ては、公私何かと御多忙の中、早速の御参会を賜り、重ねてお礼を申し上げます。また、議員各位

におかれましては、今任期中、この定例会が最後となります。私の町政に対する公約の実現・新た

な課題への対応など、本当に真摯な御協議、建設的な御意見・御理解を賜ったところでもございま

す。おかげをもちまして、一定の前進ができたものと、深くお礼を申し上げる次第でございます。

特に、令和３年４月１日にオープンいたしました道の駅「いたの」でございますが、大変好評を

頂いており、９月中旬頃には、延べ来場者数が１００万人を突破する見込みでございます。これも、

皆様方が御利用いただいたおかげでございます。今後とも、よろしくお願いを申し上げたいと存じ

ます。

そして、議員各位におかれましては、改選となりますが、今後とも行政各般にわたりまして、変

わらぬ御理解・御協力を切にお願いを申し上げ、４年間にわたります御苦労に対し、心から感謝と

お礼を申し上げます。

今日は、９月１日「防災の日」でございます。立春から数えて２１０日目に当たる日で、この頃

は、稲が開花する重要な時期であるということがいわれておりますが、台風の影響を受けることが

多い時期でもございます。本県におきましても、８月１５日に台風７号が最接近いたしました。幸

い、人命に関わるような大きな被害はありませんでしたが、今後の台風襲来や巨大地震に備え、議

員皆様・住民の皆様方におかれましては、非常用品の準備とライフラインの点検・確保と有事の際

には、命を守る行動をお願いいたしたいと存じます。
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さて、８月１８日、徳島県町村会定例会の席で、町村長皆様からの御推挙を賜り、私が徳島県町

村会会長に選任をさせていただきました。町村では、人口減少や防災減災対策など、課題が山積し

ておりますが、各町村が抱える課題を吸い上げ、地方行政の推進に向けて取り組んでまいりますの

で、議員各位の御指導・御べんたつを賜りますよう、お願いを申し上げます。

次に、道の駅「いたの」の幹線道路沿いでは、板野町で初めてとなるビジネスホテル、株式会社

アメイズ様が１０月６日のホテルオープンに向けて工事が順調に進んでいると伺っております。

また、スズキ自販徳島様の工事が着々と進んでおり、コープ自然派事業連合様による事業拡張、

更には、羅漢地区の仲野産業様におかれましては、９月２４日にしゅん工式が挙行されるなど、道

の駅を中心に大手企業様によります、今後の相乗効果に御期待を申し上げ、交流拠点としての地域

活性化に寄与していただけるものと確信をいたしております。

さて、今定例会で御審議を賜ります案件につきましては、「専決処分の承認を求める報告」など、

報告が３件、「板野町手数料条例の一部改正について」など、条例の一部改正が２件、「令和４年

度の九つの会計決算の認定」と併せて、「補正予算」「教育委員の任期満了に伴う委員の任命につ

いて」など、議案１９件、合計２２案件でございます。

御審議を賜りまして、御承認・御議決・御同意いただけますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。提案理由の御説明を申し上げます前に、国の経済動向及び県内の経済状況や、財政運営に係り

ます主要事業への取組につきまして、お話を申し上げたいと存じます。

県内経済につきましては、国内旅行が持ち直しており、観光が回復しつつあることから、全体と

しては持ち直している状況でございます。国・県ともに先行きについては、各種政策の効果もあり

まして、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、物価上昇・金融資本市場の変動等の影響

に十分注意する必要があるとのことでございます。

次に、主な事業の取組状況でございます。初めに７月２４日付けで、県は２０２０年度の市町村

民、経済計算の推計結果を公表しました。企業利益などを含む１人当たりの市町村民所得は、県内

２２市町村で前年度を下回り、本町においても那賀町・佐那河内村・北島町に次いで、減少幅が大

きくなりました。その一方で、市町村内総生産については、徳島市・阿南市・鳴門市に次いで、本

町が４番目に高い数値を示しており、金額にして１，６２６億円、対前年度０．７％増となりまし

た。市町村内総生産を地区別に見てみますと、板野郡５町を含む３市１０町で構成する東部地区が

県全体の総生産の６８．４％と大半を占めている状況でございます。

次に、毎年５月に実施しております国民健康保険税の管理職等によります徴収月間につきまして

は、感染症の分類見直し直後のため、昨年に引き続き実施することができませんでした。令和４年

度市町村税、徴収実績でございますが、平成２２年度から３０年度につきましては、県下最下位と

低迷をいたしておりましたが、令和元年には１９位、令和２年には１７位、令和３年・令和４年に

は１８位と順位の変動はありますが、順調に徴収率向上につながっております。

また、徴収率につきましては、令和３年度が９６．５％、令和４年度が９６．９％と令和元年以
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降、微増ではありますが、着実に上昇しております。今後とも、担当職員の粘り強い取組と、住民

皆様方の御協力により、徴収率向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、町営住宅使用料につきましても、令和４年４月より滞納者に対し、催告通知書等を送付し

て徴収強化に取り組んだ結果、令和４年度の現年度分徴収率については０．４％増の９０．５％と

なり、過年度分徴収率につきましても、前年度より８４１万円余りの収入増の１，２８２万８，０

００円となり、過年度徴収率については６．４％の増となりました。

今後におきましても、町税や水道料金使用料・町営住宅使用料・住宅新築資金等貸付金について

も、未納者への徴収を行い、納付をしていただきますよう努力を重ね、自主財源の確保に努めてま

いりたいと考えております。

続いて、昨年９月議会で御議決を頂き進めております、令和３年度の特別交付税の算定に関連し

た「訴えの提起について」経過の御報告をさせていただきます。本件につきましては、つるぎ町・

石井町・板野町の３町において、令和３年度特別交付税の配分額を不当に減らされたとして、弁護

士を代理人として徳島県を相手に損害賠償を求めているもので、令和４年９月１４日に議決を頂い

た後、直ちに訴訟委任状を提出し、９月１６日付けで代理人を通して、訴状の提出を行っておりま

す。令和５年７月２１日には、県は特別交付税の算定資料を開示しましたが、我々３町が求めてい

る特殊財政需要分である、県が配分額を決める部分の算定根拠となる資料は含まれておらず、真相

の解明に至るものではありませんでした。とは言いながら、黒塗り部分であった資料が新知事によ

り公表されたことは、「解決に向けて前進した」と捉え、新知事の公約に基づき、特別交付税算定

資料が全面的に公開され、真相を解明いただけるよう、引き続き代理人弁護士を通じて進めてまい

りたいと考えております。

次に、「新ごみ処理場建設について」でございますが、阿波市議会では、阿波市と板野・上板、

両町で進める新ごみ処理施設の整備について、議論する「新ごみ処理施設建設推進調査特別委員会」

を９月定例会最終日の９月２１日に提案すると伺っております。２０２５年８月の稼働時期が迫る

中、議会として課題を洗い出し、整備のあり方を検討するようでございます。新ごみ処理施設につ

きましては、本町におきましても阿波市・上板町と連携を図りながら早急に進めてまいりたいと考

えております。

次に、「令和５年度の新型コロナウイルス、ワクチン接種について」でございます。５月１５日

から６５歳以上の方に向け、接種を行ってまいりましたが、１０月からは、全ての年齢の住民の皆

様を対象に現在、流行しているオミクロン株に対応したワクチン接種を開始いたします。本年５月

８日に感染症２類からインフルエンザ相当の５類に移行したことになりました新型コロナウイルス

感染症ですが、現在、人の動きや生活は、コロナ前に戻りつつある状況ではあるものの、第９波と

いわれるように、５月の連休頃から罹患者が増加する傾向にありました。皆様の健康な生活を守り

ながら、併せて社会経済活動との両立を図っていくため、昨年冬と今年度春夏で接種済みの方には

接種券を、また、未接種の方には、御案内を送付する準備を進めておりますので、感染拡大防止の
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ため、積極的なワクチン接種に御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。

続いて、「板野町防災フェスタの案内」でございます。令和３年９月に道の駅「いたの」を主会

場といたしまして、徳島県防災訓練を実施して以来、コロナ感染症の影響で、住民を対象とした防

災訓練については、実施することができておりませんでしたが、今年度につきましては、９月１０

日の第２日曜日、道の駅「いたの」の全体を会場に「板野町防災フェスタ」を開催いたします。産

官学民、連携で、お子様も楽しく学べる体験、防災関連ブースの出店をコンセプトに、防災意識の

向上また災害協定事業者間の顔の見える関係づくりを構築し、どなたでも参加していただける防災

イベントを計画をいたしております。限定２００食ではありますが、自衛隊によるカレーの炊き出

しも準備をしておりますので、大勢の方に参加していただけるよう、お願いを申し上げます。議員

各位におかれましては、今申し上げましたことも含めまして、町政施策の執行につきましては、議

員皆様方とも十分、御協議を申し上げながら、誠心誠意、取り組んでまいりますので、今後とも、

御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、今定例会で御審議をいただきます案件につきまして、御説明を申し上げます。今定例

会での提出案件は、報告３件・議案１９件、合計２２案件でございます。

まず、報告第１号につきましては「令和５年度板野町一般会計補正予算（第３号）、専決処分の

承認を求めることについて」でございます。主には、板野中学校の総合体育大会における四国大会

及び全国大会に出場するための旅費負担金の予算が必要となったことから、７月２５日付けで専決

処分をさせていただいたものを報告させていただくものでございます。歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ４５０万円を増額補正し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ６０億３２万

円でお願いするものでございます。

次に、報告第２号につきましては「令和４年度板野町土地開発公社決算状況の報告について」で

ございます。この報告は、開発公社理事長から町長に報告がございましたので、町議会にその内容

を御報告を申し上げるものでございます。報告書では、今後も町と調整を図りながら、板野町財務

会計の効率的運用や総合的活用と公社財務の健全化に努めるとのことでございます。

次に、報告第３号につきましては「令和４年度決算に係る板野町健全化判断比率及び資金不足比

率の審査の報告について」でございます。この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、

第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、監査委員の審査結果を議会に報告するものでご

ざいます。

まず、健全化判断比率の審査報告でございます。報告書は、現況表と意見書で構成をされており

ます。ここでは、意見書の中で四つの指標がございますので、指標を基に御説明を申し上げたいと

存じます。まず、実質赤字比率・連結実質赤字比率は、ともに０％、実質公債費比率は４．３％で、

昨年度比で０．５ポイント下回り、少し改善がされております。将来負担比率についても０％とな

り、四つの指標とも良好な結果となりました。また、監査委員からの意見書では、特に是正改善を

要する指摘事項はございませんでした。あわせて、総括意見として本町の財政は、全体として、お
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おむね健全な状況にあるとのことでございました。

次に、「令和４年度板野町公営企業決算に係る資金不足比率の審査の報告について」でございま

す。板野町では、水道事業会計と下水道事業会計の２会計が対象で、審査の意見書に基づき、御説

明をさせていただきます。水道事業会計・下水道事業会計ともに実質的資金不足は０％で良好な状

況でございます。監査委員からの意見としては、特に問題となる比率ではないが、水道事業におい

ては、利用料の収納率の改善及び滞納利用料の早期回収、また、下水道事業については３６％台に

留まっている接続率の向上には、最善の取組をお願いしたいとの意見を頂きました。

公共下水道事業については、令和５年４月１日付けで公営企業会計に移行したことにより、今後、

独立採算に向けた取組をお願いしたいとの総括意見を頂いたところでもございます。

次に、議案第１号につきましては「板野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について」でございます。こども家庭庁設置に伴う関係法令

改正による条ズレや文言の追加など、改正が多岐にわたることから一括条例とさせていただくもの

でございます。

次に、議案第２号につきましては「板野町手数料条例の一部改正について」でございます。公的

個人認証法が改正されたことに伴い、スマートフォンに搭載された電子証明書を利用したコンビニ

交付による対応をするため、手数料条例の一部改正をお願いするものでございます。

次に、議案第３号につきましては「令和４年度板野町一般会計歳入歳出決算認定について」でご

ざいます。令和４年度決算概要につきましては、歳入決算額が６５億６，１２４万５，３８２円、

歳出決算額は６２億３，１０６万９，７１４円でございます。歳入歳出差引額３億３，０１７万５，

６６８円から翌年度へ繰り越すべき財源５，８７６万６，０００円を差し引いた額２億７，１４０

万９，６６８円が令和５年度へ実質繰越額となっております。

次に、議案第４号につきましては「令和４年度板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算認定に

ついて」でございます。令和４年度決算の概要につきましては、歳入決算額が１６億７，９８１万

５，３９５円、歳出決算額は１６億４，９２４万７，０４９円でございます。国民健康保険会計に

つきましては、被保険者数の減による保険料の調定額の減で、収納率は９６．６４％と前年度比０．

３８ポイントのマイナスとなりましたが、令和３年度からの繰越金に加え、特別調整交付金の増に

より、歳入歳出の差引額３，０５６万８，３４６円の実質繰越額となりました。

次に、議案第５号「令和４年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」でございます。令和４年度決算の概要は、歳入決算額が１，３９３万８７７円、歳出決算額は

１，２４８万８，１９３円で、歳入歳出の差引額１４４万２，６８４円の実質繰越額となっており

ます。

次に、議案第６号につきましては「令和４年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定

について」でございます。令和４年度決算の概要は、歳入歳出ともに決算額が３７３万４，４００

円で、実質繰越額は０円となっております。
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次に、議案第７号につきましては「令和４年度板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」でございます。令和４年度の決算概要につきましては、歳入決算額が１億９，２８６万

９，７６８円、歳出決算額は１億９，１２１万１，８６９円で、歳入歳出の差引額１６５万７，８

９９円の実質繰越額となっております。

次に、議案第８号につきましては「令和４年度板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決

算認定について」でございます。令和４年度の決算の概要は、歳入決算額は１５億２，１０２万９，

９７９円、歳出決算額は１４億１，４４４万１，３３７円で、歳入歳出の差引額１億６５８万８，

６４２円の実質繰越額となっております。

次に、議案第９号につきましては「令和４年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳

入歳出決算認定について」でございます。令和４年度決算概要は、歳入決算額が９９６万１，７４

３円、歳出決算額は５７９万９，５８４円で、歳入歳出の差引額４１６万２，１５９円の実質繰越

額となっております。

次に、議案第１０号につきましては「令和４年度板野町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について」でございます。令和４年度決算概要につきましては、歳入決算額は３億７，８４３万

８，８２４円、歳出決算額は３億５，４４０万６，９６０円で、歳入歳出の差引額２，４０３万１，

８６４円の実質繰越額となっております。

次に、議案第１１号につきましては「令和４年度板野町水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について」でございます。まず、（１）の収益的収入及び支出の決算額は、収入の第１款水道事業

収益が２億６，０８５万８０２円、支出の第１款水道事業費用が２億３，７２８万３，０８３円で

ございます。次に（２）の資本的収入及び支出の決算額は、収入の第１款資本的収入が２，６４３

万６，５００円、支出の第１款資本的支出は８，２８９万６，８６８円でございます。

次に、議案第１２号につきましては「令和５年度板野町一般会計補正予算（第４号）」でござい

ます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億３，２４８万４，０００円を増額補正し、補

正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ６２億３，２８０万４，０００円でお願いするものでござい

ます。歳入の主なものにつきましては１４款国庫支出金で、国庫負担金など２５２万９，０００円、

１８款繰入金で、基金繰入金等で１，７７９万１，０００円、１９款の繰越金で、前年度からの繰

越金として１億２，１４０万９，０００円の増額補正をそれぞれお願いをいたしております。２１

款町債では１，５９９万２，０００円の増額補正をお願いをいたしております。

歳出の主な内容といたしましては、各款での人件費に関する補正につきましては、人事異動等に

よるものでございます。２款の総務費、４項選挙費では、参議院議員補欠選挙に伴う増額補正など

を含め１，７９１万６，０００円の増額補正、３款の民生費、１項の社会福祉費では、障害福祉サ

ービス事業に使用するシステム更新による備品購入費など１，３２２万１，０００円、３項の児童

福祉費で、板野保育園園舎改修工事など４，１４７万６，０００円の増額補正をお願いをいたして

おります。４款の衛生費、１項の保健衛生費では、主にワクチン接種事業に要する費用など３，３
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４５万３，０００円、６款の商工費、２項観光費では、あせび温泉設備の工事請負費等として４，

３００万円、７款の土木費、４項住宅費では、入居募集に備え、施設等の修繕料として８００万円、

９款教育費、２項小学校費では、東小学校講堂の空調整備に関連した費用等を含む３，４１８万円

となっております。次に１２款諸支出金では、特別会計への繰出金として１６２万８，０００円の

増額補正をそれぞれお願いをいたしております。

第２表、地方債補正、１追加では、保育園耐震事業ほか２件について、追加をお願いするもので

ございます。２の変更では、社会資本整備総合交付金事業に充当の起債及び臨時財政対策債につい

て、限度額の変更をお願いするものでございます。

次に、議案第１３号「令和５年度板野町特別会計国民健康保険補正予算（第１号）」でございま

す。歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ２，０６１万１，０００円を増額補正し、補正後の歳入

歳出の総額を１８億６，４４９万６，０００円でお願いするものでございます。主な内容は、歳入

では１１款の繰越金で２，０５６万８，０００円の増額補正、歳出では１１款予備費に１，９９２

万７，０００円の増額補正をそれぞれお願いをいたしております。

次に、議案第１４号につきましては「令和５年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４４万１，０００円の

増額補正をし、補正後の歳入歳出の総額を４２５万９，０００円でお願いするものでございます。

歳入では３款の繰越金で１４４万１，０００円の増額補正、歳出では２款諸支出金で同額の１４４

万１，０００円の増額をお願いをいたしております。

次に、議案第１５号につきましては「令和５年度板野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）」でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６５万６，０００円を増額補正

し、補正後の歳入歳出の総額を２億１０６万円でお願いするものでございます。歳入では５款の繰

越金で１６５万６，０００円の増額補正、歳出では２款の納付金で同額の１６５万６，０００円の

増額補正をお願いをいたしております。

次に、議案第１６号につきましては「令和５年度板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算

（第１号）」でございます。歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ１億８４１万７，０００円を増

額補正し、補正後の歳入歳出の総額を１５億４，２９４万５，０００円でお願いをするものでござ

います。歳入では９款の繰越金で１億６５８万８，０００円の増額補正をお願いをいたしまして、

歳出では７款の諸支出金で１億３７０万９，０００円の増額補正をそれぞれお願いをいたしており

ます。

次に、議案第１７号につきましては「令和５年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計

補正予算（第１号）」でございます。歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ４１６万１，０００円

を増額補正し、補正後の歳入歳出の総額を１，２３６万４，０００円でお願いするものでございま

す。歳入では３款の繰越金で４１６万１，０００円の増額補正、歳出では２款の予備費で４１６万

１，０００円の増額補正をお願いをいたしております。
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次に、議案第１８号につきましては「令和５年度板野町下水道事業会計補正予算（第２号）」で

ございます。収益的支出の総額に２６万円を追加し、補正後の総額を２億３５８万４，０００円で

お願いをいたしております。資本的収入では、企業債と補助金において予算の組替えをお願いをい

たしております。

次に、議案第１９号につきましては「板野町教育委員会委員の任命に同意を求めることについて」

でございます。今回、南地区の委員が９月３０日付けをもって任期満了となることから、後任の委

員の任命に同意をお願いするものでございます。

以上、今議会で御審議をいただきます報告３件・議案１９件につきまして、概略を御説明させて

いただきましたが、詳細につきましては、後日開催される各常任委員協議会及び本会議の議案審議

におきまして、詳細な御説明を申し上げますので、御審議を賜り、御承認・御議決・御同意くださ

いますよう、よろしくお願いを申し上げまして、私の提案理由の説明とさせていただきます。どう

かよろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 町長の提案理由の説明が終わりました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第５、「監査委員による監査報告」ですが、本定例会に上程されてお

ります議案のうち、令和４年度決算に関する案件が９件ございます。既に決算審査の意見書が議長

宛てに提出されておりますので、皆さんのお手元に配付してあります。ただいまから、その監査結

果について橋本代表監査委員から御報告をお願いいたします。橋本代表監査委員。

［代表監査委員（橋本昭夫君）登壇］

○代表監査委員（橋本昭夫君） ただいま、議長から許可がありましたので、令和４年度板野町一

般会計及び特別会計等の決算について、審査結果を報告いたします。

なお、決算審査の結果につきましては、町長及び議長に文書にて御報告させていただいておりま

すので、私の方からは概略のみとさせていただきます。審査は、私と西川委員の２名で行い、一般

会計及び特別会計につきましては、去る７月の２４日・２７日・３１日の３日間、また、水道会計

につきましては６月２６日に実施いたしました。その結果、令和４年度板野町一般会計及び特別会

計決算書・令和４年度板野町水道事業会計決算書の各決算数値に誤りはありませんでしたので、こ

の旨、御報告いたします。

さて、決算の概要についてですが、一般会計の歳入歳出においては、前年度と比較して、歳入が

１億９，５００万円減少し、歳出も２億１，７００万円減少しておりますが、内部における資金移

動である繰入金・繰出金及び前年度からの繰越金を差し引いた金額では、歳入では３億７００万円、

歳出では２億３，０００万円と、それぞれ減少したことになります。

この主な要因として、歳入３億７００万円の減少では、減少要因として、町債で臨時財政対策債

が１億６，５００万円、同、道路橋梁整備事業債が６，３００万円、財産収入の土地売払収入では、

ホテルへの土地売却が今年度はないため８，９００万円、そして、国庫支出金は６，９００万円と、
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それぞれ減少したことが挙げられます。

歳出２億３，０００万円の減少では、減少要因として、諸支出金の積立が３億６，６００万円、

同、公共施設等整備基金積立金が１億３，５００万円、同、減債基金積立金が１億円、そして、土

木費が１億５００万円と、それぞれ減少したことが挙げられ、増加要因として、公債費が１億６，

１００万円、うち、繰上償還が１億１，８００万円、総務費の地方創生費の委託料が９，２００万

円と、それぞれ増加したことが挙げられます。

滞納管理については、収入未済額において、一般会計・特別会計及び公営企業会計の合計で４億

７，６００万円を計上し、前年度と比較して３，５００万円減少しておりますが、この主な内訳は、

住宅新築資金等貸付事業で１，３００万円、住宅使用料で９００万円それぞれ減少したことにより

ます。特に、町営住宅使用料の収入未済額については、前年度まで残高が４年連続増加しておりま

したが、今年度は１億２，２００万円となり、前年度より９００万円減少しております。

また、滞納金の回収の多くは１０年以上の滞納者からであり、これは担当職員の粘り強い督促と

返済相談によるものであり、これからも税と同様に公平性の観点から、滞納額抑制に努めていただ

きたいと考えます。

次に、観光温泉施設（あせび温泉）についてですが、今年度は新型コロナウイルス感染症のまん

延から３年目を迎えたところで、徐々に落ち着きを取り戻してきた状況にあります。使用料の推移

から見ると令和２年度は２，３００万円（前年度比－２，８００万円）、令和３年度は３，８００

万円（前年度比＋１，５００万円）、令和４年度は４，９００万円（前年度比＋１，０００万円）

と良好に推移し、コロナ前の令和元年度に比べて９４％の水準まで回復をしております。その間、

一般財源からの繰入れは、令和２年度は６，８００万円、令和３年度は３，１００万円、令和４年

度は２，１００万円となっており、徐々に減少しておりますが、一般財源に依存する状況が続いて

おります。新型コロナウイルス感染症の影響は少なくなりましたが、施設の老朽化に伴い修繕費の

負担が増えていることも考慮して、一般財源に頼らない経営を模索していただきたいと考えます。

板野町公共下水道事業につきましては、板野町の接続率は３７％ですが、他の団体と比較するこ

とができる直近の令和３年度の「経営比較分析表」から見ると、処理区域内の人口のうち、実際に

下水道に接続した人口の割合を示す水洗化率は、板野町は３３％であり、類似団体平均値６７％と

比較しても、依然として大きく見劣りがする状況にあります。また、固定費的に支出されている公

債費は、今年度は１億４，７００万円となっておりますが、少なくとも今後４年間は、毎年１億５，

３００万円余りの償還が必要となっております。水洗化率３３％とは、投資を行った区域から十分

な使用料の回収ができていない状態であり、このままでは一般会計からの繰入金に依存する状況が

続くので、なお一層、未接続世帯への加入推進を強化するなどをして、使用料の増収に努めていた

だきたいと考えます。なお、令和５年４月から公営企業会計の法適用をスタートしておりますが、

着実かつ確実に遂行されますよう、お願いしたいと思います。

板野町水道事業につきましては、お手元の資料の方を御覧いただいて「４の（２）決算実績」を
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見ていただきたいと思います。当年度純利益は２，１００万円となり、前年度と比較して増減はあ

りませんが、大きな特徴を申し上げますと、営業収益で８００万円減少してるのは、大規模事業所

の上位２０事業所が主に新型コロナウイルス感染症対策により８００万円減少したことによるもの

であり、営業外収益で５００万円増加してるのは、今年度も新型コロナウイルス感染症対策の経済

支援として、４月及び５月の２か月分の水道料金を免除したことに対して、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を使った、一般会計からの補助金が前年度より５００万円増加したこ

とによるものです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

３番（大西正一君）午前１０時４４分 退席

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

次に、「４の（３）経営比較分析指標」を見ていただきたいと思います。健全性につきましては、

前年度同様に経常収支は黒字を続け、累積欠損金もなく、流動比率においても短期的な支払能力も

十分余裕があり、類似団体平均等と比較しても健全であると考えます。

しかし、老朽化の状況につきましては、有形固定資産減価償却率は、資産の老朽化度合いを示し

ており、今年度も１．３８ポイント増加し、減価償却の進行とともに設備の老朽化が進んでおり、

類似団体平均、全国平均に比較しても劣った状態で推移をしております。

また、管路経年化率は、管路の老朽化度合いを示しており、今年度は決算数値における「法定耐

用年数を経過した管路延長」の算出において、管路延長の設備の中に、既に布設替えを終えて、更

新が完了した分が含まれていたため、修正を行った結果、前年度と比較して６．３０ポイント減少

し４２．４３％となりました。この数値は、類似団体平均、全国平均に比較して２倍近い数値とな

っております。従来から、新規布設の配水管は耐震性・長寿命性に優れた設備を施工しており、そ

の分高額となるため管路更新面では布設ペースが遅くなっています。経営の健全性について遜色の

ない状況から、より積極的な布設計画の検討を期待したいと思います。

最後に、板野町健全化判断比率についてですが、この比率には、実質赤字比率・連結実質赤字比

率・実質公債費比率及び将来負担比率がありますが、いずれの指標も法令が定める早期健全化基準

を数値が下回っておりまして、財政の健全性が保たれていると認めます。うち、実質公債費比率に

つきましては４．３％となり、前年度から０．５ポイント改善し、早期健全化基準の２５．０％を

下回っており、適正な水準の範囲内であるといえます。

しかし、近年の道の駅整備事業や防災行政無線更新事業等の大型事業により、地方債の元利償還

金が増加傾向であることから、今後、比率の上昇が懸念される状況にあります。このような状況の

中で、令和４年度は、後年度に交付税措置のない地方債について１億１，８００万円の繰上償還を

実施し、後年度の財政負担の軽減に努められたことは、大いに評価することができます。今後も、

財政状況を十分に勘案し、検討を行うなど、慎重かつ効果的な対応をお願いしたいと考えます。

また、将来負担比率につきましては、先に申し上げましたように、繰上償還の実施などにより、
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地方債の残高が４億４，０００万円減少したことに加え、充当可能基金の残高が２億５，７００万

円増加したことによって、充当可能財源等の額が将来負担額を上回ったため、今年度も「マイナス

表示」となり、「マイナス表示」を維持することができたことは評価することができます。

今後についても、歳入状況や財政需要の動向などを的確に把握され、更なる財政の健全化に努め

ていただきたいと思います。

以上で、私の報告を終わらせていただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 橋本代表監査委員による監査報告が終わりました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。

本会議の再開は９月１１日、午前１０時となっております。その間に、４日には総務文教常任委

員協議会、５日には厚生常任委員協議会、６日には産業建設常任委員協議会がそれぞれ１０時より

委員会室で行われますので、お知らせを申し上げておきます。本日は、ありがとうございました。

午前１０時４９分 散会


